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都市計画 

 

 

第２１７回埼玉県都市計画審議会を開催します 
 

 さいたま都市計画道路の変更についてなど１０議案を審議します      

 

 

埼玉県は、第２１７回の埼玉県都市計画審議会を開催します。実施概要は次のとおりです。 

 

実施概要 

■ と   き  平成２３年１０月２４日（月） 午後４時から 

 

■ と こ ろ  さいたま市浦和区仲町２－５－１ 

浦和ロイヤルパインズホテル ３階 ゴールドルーム 

          電話 ０４８－８２７－１１１１ 

 

■ 議   題  別記のとおり 

（議第４９４８号から４９５７号の１０議案） 

 

■ 傍聴の可否  可。ただし、審議内容が埼玉県情報公開条例第１０条各号に該当するた 

め、埼玉県都市計画審議会が非公開と決定した議案については傍聴できま 

せんので、あらかじめ御承知おきください。 

 

■ 傍聴定員  １０名 

 

■ 受付方法   傍聴を希望される方は、審議会当日、開会３０分前までに傍聴受付 

（２階 つつじの間）へお越しください。 

なお、傍聴希望者が定員を超えている場合は開会の３０分前の時点にお

いて抽選を行います。 

 

（参考）この審議会は、都市計画法第７７条の規定により設置されている知事の附属機関で

す。この法律の理念に基づき、私たちの住む埼玉という県土において、健全な県民の

生活と生産活動を確保しつつ、適正な制限のもとに土地の合理的な利用を図っていま

す。 

本審議会では、土地利用や都市施設の整備、市街地開発事業など、都市計画に関す

る事項を昭和４４年から調査審議しています。 

 

■ 問い合わせ先 埼玉県都市整備部 都市計画課 総務担当 

〒３３０－９３０１ さいたま市浦和区高砂３－１５－１ 

℡０４８－８３０－５３３５（直通） 

 平成２３年１０月１７日 
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             第２１７回 埼玉県都市計画審議会 案件一覧表 
 

議案番号          議   案   名           市町村  決定権者 
４９４８  さいたま都市計画道路の変更について         さいたま市      県 

４９４９  東松山都市計画道路の変更について        東松山市     県 

４９５０  川越都市計画道路の変更について          川越市    県 

４９５１   川越都市計画用途地域の変更について        川越市    県  

４９５２   富士見都市計画事業鶴瀬駅西口土地区画整理事業    富士見市    ー 

      の事業計画の変更に係る意見書について 

４９５３   蓮田都市計画区域における産業廃棄物処理施設の   白岡町        県 

      敷地の位置について                     (許可権者) 

４９５４   深谷都市計画区域における産業廃棄物処理施設の     深谷市        県 

      敷地の位置について                     (許可権者) 

４９５５   羽生都市計画区域における産業廃棄物処理施設の      羽生市        県 

      敷地の位置について                     (許可権者) 

４９５６   川越都市計画区域における産業廃棄物処理施設の      川島町        県 

      敷地の位置について                     (許可権者) 

４９５７   狭山都市計画区域における産業廃棄物処理施設の      狭山市   狭山市 

      敷地の位置について                      (許可権者) 

 

別記 

 

【議案名】 

 議第４９４８号  さいたま都市計画道路の変更について（県決定） 

 

［議案概要］ 

  さいたま市の都市計画道路３・３・１６号田島大牧線及び３・６・３０号浦和   

 西口停車場線を次のように変更するものです。 

 

 ３・３・１６号 田島大牧線 

  ・枝線を廃止し、延長を約８，５１０ｍから約８，４６０ｍにする。 

 

 ３・６・３０号 浦和西口停車場線 

  ・駅前広場の形状を変更するとともに、面積を約１０，９００㎡から約１１，６  

 ００㎡にする。 

 

［意見書の有無］ 
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 無 

 

［問い合わせ先］ 

 都市整備部 都市計画課 施設計画担当 

       直通番号 ０４８－８３０－５３４３ 

 

【議案名】 

 議第４９４９号  東松山都市計画道路の変更について（県決定） 

 

［議案概要］ 

  東松山市の都市計画道路３・５・１３号第一小学校通線を次のように変更する  

 ものです。 

 

 ３・５・１３号 第一小学校通線 

  ・一部区域の幅員を変更する。 

 

［意見書の有無］ 

 無 

 

［問い合わせ先］ 

 都市整備部 都市計画課 施設計画担当 

       直通番号 ０４８－８３０－５３４３ 

 

【議案名】 

 議第４９５０号  川越都市計画道路の変更について（県決定） 

 

［議案概要］ 

  川越市の都市計画道路３・４・１５号新河岸駅前通線及び３・４・１６号寺尾 

 大仙波線を次のように変更するものです。 
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 ３・４・１５号 新河岸駅前通線 

  ・名称を新河岸駅前通り線に変更する。 

  ・終点を変更し、延長を約３，１７０ｍから約３，１００ｍにする。 

  ・車線数を２と決定する。 

  ・駅前広場を決定する。 

 

 ３・４・１６号 寺尾大仙波線 

  ・一部区域の幅員を変更する。 

  ・車線数を２と決定する。 

 

［意見書の有無］ 

 無 

 

［問い合わせ先］ 

 都市整備部 都市計画課 施設計画担当 

       直通番号 ０４８－８３０－５３４３ 

 

【議案名】 

議第４９５１号 川越都市計画用途地域の変更について（県決定） 

 

［議案概要］ 

  ３・４・１５号新河岸駅前通り線に新たに駅前広場を設置することから、商業  

 その他の業務の利便を増進する区域を駅前広場周辺に集約するため、近隣商業地 

 域を３・４・１５号新河岸駅前通り線の沿道から駅前広場周辺に変更し、沿道部  

 分を第二種住居地域に変更するものです。 

  変更前：第一種住居地域   （２００／６０）  約 ２．８ｈａ 

      近隣商業地域    （２００／８０）  約 ４．２ｈａ 

  変更後：第一種住居地域   （２００／６０）  約 １．７ｈａ 

      第二種住居地域   （２００／６０）  約 ２．８ｈａ 

      近隣商業地域    （２００／８０）  約 ２．５ｈａ 
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［意見書の有無］ 

 無 

 

［問い合わせ先］ 

 都市整備部 都市計画課 都市計画担当 

           直通番号 ０４８－８３０－５３４１ 

 

【議案名】 

 議第４９５２号 富士見都市計画事業鶴瀬駅西口土地区画整理事業の事業計画の  

         変更に係る意見書について 

 

［議案概要］ 

  富士見都市計画事業鶴瀬駅西口土地区画整理事業の事業計画を変更するにあた  

 り、事業計画を平成２３年２月１５日から平成２３年２月２８日までの２週間公衆  

 の縦覧に供したところ、知事あてに１通１名の意見書の提出がありましたので、土 

 地区画整理法第５５条第１３項において準用する同条第３項の規定に基づき、埼玉  

 県都市計画審議会に付議するものです。 

  

 [問い合わせ先] 

 都市整備部 市街地整備課 区画整理担当 

             直通番号 ０４８－８３０－５３８１ 

 

【議案名】 

 議第４９５３号  蓮田都市計画区域における産業廃棄物処理施設の敷地 

          の位置について 

 

［議案概要］ 

  建築基準法第５１条ただし書の規定に基づき、産業廃棄物処理施設の敷地の位置 

 が、都市計画上支障がないかを埼玉県都市計画審議会に付議するものです。 
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 １ 敷地の位置       南埼玉郡白岡町大字篠津字立野８５４番１、８５４番３、 

         １１００番１３ 

 ２ 敷 地 面 積       １，４８６．４６㎡ 

 ３ 用 途 地 域       工業専用地域 

 ４ 主 要 用 途       産業廃棄物処理施設及び一般廃棄物処理施設 

 ５ 処 理 施 設       破砕施設１基（廃プラスチック類） 

          処理能力１７．７６ｔ／日 

                             

［問い合わせ先］ 

 都市整備部 建築安全課 建築指導担当 

       直通番号 ０４８－８３０－５５１９ 

 

【議案名】 

 議第４９５４号  深谷都市計画区域における産業廃棄物処理施設の敷地 

          の位置について 

 

［議案概要］ 

  建築基準法第５１条ただし書の規定に基づき、産業廃棄物処理施設の敷地の位置 

 が、都市計画上支障がないかを埼玉県都市計画審議会に付議するものです。 

 

 １ 敷地の位置       深谷市折之口字稜威ヶ原２００７番１、３、７、２００８番１、 

         ２００９番１、２０１０番１、２０１１番１、２０１８番、 

         ２０１９番、２０２０番 

 ２ 敷 地 面 積       ５，２５７．９７㎡ 

 ３ 用 途 地 域       工業専用地域 

 ４ 主 要 用 途       産業廃棄物処理施設 

 ５ 処 理 施 設       破砕施設１基（廃プラスチック類）  

         処理能力４６．００ｔ／日 

                             

［問い合わせ先］ 
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 都市整備部 建築安全課 建築指導担当 

       直通番号 ０４８－８３０－５５１９ 

 

【議案名】 

 議第４９５５号  羽生都市計画区域における産業廃棄物処理施設の敷地 

          の位置について 

 

［議案概要］ 

  建築基準法第５１条ただし書の規定に基づき、産業廃棄物処理施設の敷地の位置 

 が、都市計画上支障がないかを埼玉県都市計画審議会に付議するものです。 

 

 １ 敷地の位置       羽生市大沼一丁目１４番、１５番、２１番１、２３番１、 

         ２４番１ 

 ２ 敷 地 面 積       １，８９７．２２㎡ 

 ３ 用 途 地 域       工業専用地域  

 ４ 主 要 用 途       産業廃棄物処理施設 

 ５ 処 理 施 設       破砕施設４基 

          破砕施設① 

           廃プラスチック類 処理能力：  ９．６０ｔ／日 

          破砕施設② 

           廃プラスチック類 処理能力： １３．８３ｔ／日 

          破砕施設③ 

           廃プラスチック類 処理能力： １０．５６ｔ／日 

          破砕施設④ 

           廃プラスチック類 処理能力：  ６．０３ｔ／日 

                                       

［問い合わせ先］ 

 都市整備部 建築安全課 建築指導担当 

       直通番号 ０４８－８３０－５５１９ 
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【議案名】 

 議第４９５６号  川越都市計画区域における産業廃棄物処理施設の敷地 

          の位置について 

 

［議案概要］ 

  建築基準法第５１条ただし書の規定に基づき、産業廃棄物処理施設の敷地の位置 

 が、都市計画上支障がないかを埼玉県都市計画審議会に付議するものです。 

 

 １ 敷地の位置       比企郡川島町大字戸守字仙元前４３６番１、３、４３７番、２、 

         ４４２番２、４、４７２番４ 

         大字長楽字関下６２８番、６３０番２、６３１番１ 

 ２ 敷 地 面 積       １８，７２８．１９㎡ 

 ３ 用 途 地 域       工業専用地域 

 ４ 主 要 用 途       産業廃棄物処理施設 

 ５ 処 理 施 設       破砕施設１基（廃プラスチック類） 

          処理能力３８７．７４ｔ／日 

  

［問い合わせ先］ 

 都市整備部 建築安全課 建築指導担当 

       直通番号 ０４８－８３０－５５１９ 

 

【議案名】 

 議第４９５７号  狭山都市計画区域における産業廃棄物処理施設の敷地 

          の位置について 

 

［議案概要］ 

  建築基準法第５１条ただし書の規定に基づき、産業廃棄物処理施設の敷地の位置 

 が、都市計画上支障がないかを埼玉県都市計画審議会に付議するものです。 

 

 １ 敷地の位置       狭山市広瀬台２丁目１２番１３ 
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 ２ 敷 地 面 積       ８３８．４０㎡ 

 ３ 用 途 地 域       工業専用地域 

 ４ 主 要 用 途       産業廃棄物処理施設 

 ５ 処 理 施 設       脱水施設２基 

          脱水施設① （汚泥）  処理能力： ６２．００㎥／日 

          脱水施設② （汚泥）  処理能力：１４１．３０㎥／日 

 

                   

［問い合わせ先］ 

 狭山市 建設部 建築審査課 建築審査担当 

     電話番号 ０４－２９５３－１１１１（内線２１７１） 

 

 

  


